
JP 2016-123773 A 2016.7.11

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】被検者が激しい運動をした場合、脈拍数測定の
信頼性が低下することを回避する拍動情報計測システム
を提供する。
【解決手段】拍動情報計測システム１０は、脈波を示す
脈波情報を検出する脈波検出部１０２と、心拍を示す心
拍情報を検出する心拍検出部２０４と、身体の活動量を
算出する活動量算出部と、活動量に基づいて脈波情報お
よび心拍情報の何れか一方を選択し、選択した一方に基
づいて拍動情報を決定する情報選択部と、を備え、情報
選択部は、活動量が所定の基準を超えた場合、心拍情報
に基づいて拍動情報を決定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脈波を示す脈波情報を検出する脈波検出部と、
　心拍を示す心拍情報を検出する心拍検出部と、
　身体の活動量を算出する活動量算出部と、
　前記活動量に基づいて前記脈波情報および前記心拍情報の何れか一方を選択し、選択し
た前記一方に基づいて拍動情報を決定する拍動情報決定部と、を備え、
　前記拍動情報決定部は、前記活動量が所定の基準を超えた場合、前記心拍情報に基づい
て前記拍動情報を決定することを特徴とする拍動情報計測システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の拍動情報計測システムにおいて、
　前記拍動情報決定部は、前記活動量が所定の基準を超えない場合、前記脈波情報に基づ
いて前記拍動情報を決定することを特徴とする拍動情報計測システム。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の拍動情報計測システムにおいて、
　前記拍動情報は心拍数または脈拍数であることを特徴とする拍動情報計測システム。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の拍動情報計測システムにおいて、
　前記拍動情報決定部は、前記心拍検出部が前記心拍情報を検出しているか、否かを判定
する判定部を備えることを特徴とする拍動情報計測システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の拍動情報計測システムにおいて、
　前記拍動情報決定部は、前記心拍検出部が前記心拍情報を検出していることを前記判定
部が判定し、かつ、前記活動量が所定の基準を超えた場合、前記心拍情報に基づいて前記
拍動情報を決定することを特徴とする拍動情報計測システム。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の拍動情報計測システムにおいて、
　前記活動量算出部は、所在する位置に基づく位置情報と、体動に基づく運動強度を示す
運動情報と、に基づいて前記活動量を算出することを特徴とする拍動情報計測システム。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の拍動情報計測システムにおいて、
　前記拍動情報を表示する表示部を備え、
　前記拍動情報決定部は、前記拍動情報を前記心拍情報に基づいて算出したか、または、
前記脈波情報に基づいて算出したか、を示す情報を前記表示部に表示することを特徴とす
る拍動情報計測システム。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載の拍動情報計測システムにおいて、
　算出した前記拍動情報に基づいて、消費したカロリー量を算出するカロリー量算出部を
備えることを特徴とする拍動情報計測システム。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか１項に記載の拍動情報計測システムにおいて、
　前記脈波検出部は、被検者の肢体部において前記脈波を検出し、
　前記心拍検出部は、前記被検者の体幹部において前記心拍を検出することを特徴とする
拍動情報計測システム。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載の拍動情報計測システムにおいて、
　通信可能に接続された脈波計測装置と、心拍計測装置と、を備え、
　前記脈波計測装置は、前記脈波検出部と、前記活動量算出部と、前記拍動情報決定部と
、を有し、
　前記心拍計測装置は前記心拍検出部を有することを特徴とする拍動情報計測システム。
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【請求項１１】
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載の拍動情報計測システムにおいて、
　通信可能に接続された脈波計測装置と、心拍計測装置と、情報端末装置と、を備え、
　前記脈波計測装置は、前記脈波検出部と、前記活動量算出部と、を有し、
　前記心拍計測装置は、前記心拍検出部を有し、
　前記情報端末装置は、前記拍動情報決定部を有することを特徴とする拍動情報計測シス
テム。
【請求項１２】
　脈波を示す脈波情報を検出する脈波検出工程と、
　心拍を示す心拍情報を検出する心拍検出工程と、
　身体の活動量を算出する活動量算出工程と、
　前記活動量に基づいて前記脈波情報および前記心拍情報の何れか一方を選択する選択工
程と、
　選択した前記一方の情報に基づいて拍動情報を決定する拍動情報決定工程と、を備え、
　前記選択工程は、前記活動量が所定の基準を超えた場合、前記心拍情報に基づいて前記
拍動情報を決定することを特徴とする拍動情報計測方法。
【請求項１３】
　脈波を示す脈波情報を検出する脈波検出部と、
　心拍を示す心拍情報を受信する通信部と、
　身体の活動量を算出する活動量算出部と、
　前記活動量に基づいて前記脈波情報および前記心拍情報の何れか一方を選択し、選択し
た前記一方の情報に基づいて拍動情報を決定する拍動情報決定部と、を備え、
　前記拍動情報決定部は、前記活動量が所定の基準を超えた場合、前記心拍情報に基づい
て前記拍動情報を決定することを特徴とする拍動情報計測装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、拍動情報計測システム、拍動情報計測方法および拍動情報計測装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　被検者の運動管理や健康管理に供する生体情報処理装置として、下記特許文献１に示す
ように、被検者の身体の一部に装着し、被検者の脈拍数を測定する脈拍計が知られている
。このような脈拍計は、装置を装着した被検者の血流量の変化を脈波センサーが検知して
被検者の脈拍数を算出し、算出した脈拍数を測定結果として被検者に報知するものである
。脈波センサーとしては、光を利用するものや、超音波を利用するもの、あるいは赤外線
を利用するものなどが知られている。
　被検者は、脈拍計で計測した脈拍数に基づいてウォーキングやランニングを含む種々の
トレーニングを行うことで、持久力や運動能力の向上を図ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２３２０１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このような脈拍計では血流量の変化を検知して脈拍数を算出するため、
被検者が激しい運動をした場合、被検者の体動による血流の乱れや、脈拍計の装着状態等
によって脈拍数測定の信頼性が低下することがある。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態又は適用例として実現することが可能である。
【０００６】
　［適用例１］
　本適用例にかかる拍動情報計測システムは、脈波を示す脈波情報を検出する脈波検出部
と、心拍を示す心拍情報を検出する心拍検出部と、身体の活動量を算出する活動量算出部
と、前記活動量に基づいて前記脈波情報および前記心拍情報の何れか一方を選択し、選択
した前記一方に基づいて拍動情報を決定する拍動情報決定部と、を備え、前記拍動情報決
定部は、前記活動量が所定の基準を超えた場合、前記心拍情報に基づいて前記拍動情報を
決定することを特徴とする。
【０００７】
　このような構成によれば、脈波情報または心拍情報の何れか一方に基づいて拍動情報が
決定され、身体の活動量が所定の基準を超えた場合、心拍情報に基づいて拍動情報が決定
される。従って、激しい動きにより活動量が大きい場合、脈波情報には拠らず、心拍情報
に基づいて拍動情報を決定するため、拍動情報測定の信頼性の低下を回避できる。
【０００８】
　［適用例２］
　上記適用例にかかる拍動情報計測システムにおいて、前記拍動情報決定部は、前記活動
量が所定の基準を超えない場合、前記脈波情報に基づいて前記拍動情報を決定することが
好ましい。
【０００９】
　このような構成によれば、活動量が所定の基準を超えない安静な場合、脈波情報に基づ
いて拍動情報を決定するため、心拍情報を検出するための機構が不要であり、簡易な構成
で拍動情報を計測できる。
【００１０】
　［適用例３］
　上記適用例にかかる拍動情報計測システムにおいて、前記拍動情報は心拍数または脈拍
数であっても良い。
【００１１】
　［適用例４］
　上記適用例にかかる拍動情報計測システムにおいて、前記拍動情報決定部は、前記心拍
検出部が前記心拍情報を検出しているか、否かを判定する判定部を備えることが好ましい
。
【００１２】
　このような構成によれば、心拍検出部が心拍情報を検出しているか、否かを判定できる
。
【００１３】
　［適用例５］
　上記適用例にかかる拍動情報計測システムにおいて、前記拍動情報決定部は、前記心拍
検出部が前記心拍情報を検出していることを前記判定部が判定し、かつ、前記活動量が所
定の基準を超えた場合、前記心拍情報に基づいて前記拍動情報を決定することが好ましい
。
【００１４】
　このような構成によれば、心拍検出部が心拍情報を検出し、かつ、活動量が所定の基準
を超えた場合、心拍情報に基づいて拍動情報を決定するため、心拍情報に基づく拍動情報
を効率良く決定できる。
【００１５】
　［適用例６］
　上記適用例にかかる拍動情報計測システムにおいて、前記活動量算出部は、所在する位
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置に基づく位置情報と、体動に基づく運動強度を示す運動情報と、に基づいて前記活動量
を算出することが好ましい。
【００１６】
　このような構成によれば、位置情報と、運動情報と、に基づいて活動量を精度良く算出
できる。
【００１７】
　［適用例７］
　上記適用例にかかる拍動情報計測システムにおいて、前記拍動情報を表示する表示部を
備え、前記拍動情報決定部は、前記拍動情報を前記心拍情報に基づいて算出したか、また
は、前記脈波情報に基づいて算出したか、を示す情報を前記表示部に表示することが好ま
しい。
【００１８】
　このような構成によれば、心拍情報に基づいて拍動情報を算出したか、または、脈波情
報に基づいて拍動情報を算出したか、を通知できる。
【００１９】
　［適用例８］
　上記適用例にかかる拍動情報計測システムにおいて、算出した前記拍動情報に基づいて
、消費したカロリー量を算出するカロリー量算出部を備えることが好ましい。
【００２０】
　このような構成によれば、拍動情報に加えて、消費したカロリー量の情報を通知できる
。
【００２１】
　［適用例９］
　上記適用例にかかる拍動情報計測システムにおいて、前記脈波検出部は、被検者の肢体
部において前記脈波を検出し、前記心拍検出部は、前記被検者の体幹部において前記心拍
を検出しても良い。
【００２２】
　［適用例１０］
　上記適用例にかかる拍動情報計測システムにおいて、通信可能に接続された脈波計測装
置と、心拍計測装置と、を備え、前記脈波計測装置は、前記脈波検出部と、前記活動量算
出部と、前記拍動情報決定部と、を有し、前記心拍計測装置は前記心拍検出部を有しても
良い。
【００２３】
　［適用例１１］
　上記適用例にかかる拍動情報計測システムにおいて、通信可能に接続された脈波計測装
置と、心拍計測装置と、情報端末装置と、を備え、前記脈波計測装置は、前記脈波検出部
と、前記活動量算出部と、を有し、前記心拍計測装置は、前記心拍検出部を有し、前記情
報端末装置は、前記拍動情報決定部を有しても良い。
【００２４】
　［適用例１２］
　本適用例にかかる拍動情報計測方法は、脈波を示す脈波情報を検出する脈波検出工程と
、心拍を示す心拍情報を検出する心拍検出工程と、身体の活動量を算出する活動量算出工
程と、前記活動量に基づいて前記脈波情報および前記心拍情報の何れか一方を選択する選
択工程と、選択した前記一方の情報に基づいて拍動情報を決定する拍動情報決定工程と、
を備え、前記選択工程は、前記活動量が所定の基準を超えた場合、前記心拍情報に基づい
て前記拍動情報を決定することを特徴とする。
【００２５】
　このような方法によれば、脈波情報または心拍情報の何れか一方に基づいて拍動情報が
決定され、身体の活動量が所定の基準を超えた場合、心拍情報に基づいて拍動情報が決定
される。従って、激しい動きにより活動量が大きい場合、脈波情報には拠らず、心拍情報
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に基づいて拍動情報を決定するため、拍動情報測定の信頼性の低下を回避できる。
【００２６】
　［適用例１３］
　本適用例にかかる拍動情報計測装置は、脈波を示す脈波情報を検出する脈波検出部と、
心拍を示す心拍情報を受信する通信部と、身体の活動量を算出する活動量算出部と、前記
活動量に基づいて前記脈波情報および前記心拍情報の何れか一方を選択し、選択した前記
一方の情報に基づいて拍動情報を決定する拍動情報決定部と、を備え、前記拍動情報決定
部は、前記活動量が所定の基準を超えた場合、前記心拍情報に基づいて前記拍動情報を決
定することを特徴とする。
【００２７】
　このような構成によれば、脈波情報または心拍情報の何れか一方に基づいて拍動情報が
決定され、身体の活動量が所定の基準を超えた場合、心拍情報に基づいて拍動情報が決定
される。従って、激しい動きにより活動量が大きい場合、脈波情報には拠らず、心拍情報
に基づいて拍動情報を決定するため、拍動情報測定の信頼性の低下を回避できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施形態１に係る拍動情報計測システムの概略構成を示すブロック図。
【図２】脈波計測装置のハードウェア構成を示す図。
【図３】計測制御部の詳細な機能構成を示す図。
【図４】拍動情報の計測処理の流れを示すフローチャート。
【図５】本発明の実施形態２に係る拍動情報計測システムの概略構成を示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００３０】
（実施形態１）
　図１は、拍動情報計測システム１０の概構成を示すブロック図である。この拍動情報計
測システム１０は、被検者であるユーザーの脈拍数または心拍数を示す拍動情報を計測し
て表示する機能を備え、脈波計測装置１００と、心拍計測装置２００と、が通信可能に接
続されて構成される。尚、脈波計測装置１００は拍動情報計測装置に相当する。
　本実施形態１では、脈波計測装置１００は腕時計の態様であり、ユーザーが肢体部であ
る腕部に装着すると、ユーザーの脈拍に応じた脈拍信号を検出する機能を備えている。ま
た、心拍計測装置２００は、所謂、ハートレートモニターであり、胸ベルト（チェストベ
ルト）に固定され、ユーザーが胸ベルトを体幹部である胸部に装着すると、ユーザーの心
拍に応じた心拍情報を出力する機能を備えている。
【００３１】
　脈拍の計測では、ユーザーが激しい運動をしている場合、腕部での脈拍計測はノイズ等
により誤差が生じやすく、一方で、心臓に近い場所での心拍計測は安定して計測できるこ
とが知られている。この拍動情報計測システム１０は、ユーザーの運動量に応じて、脈拍
に基づく計測と、心拍に基づく計測と、を切り替える機能を備える。
＜脈波計測装置の構成＞
　最初に、脈波計測装置１００について説明する。
　脈波計測装置１００は、脈波検出部１０２、位置検出部１０４、運動検出部１０６、心
拍情報取得検知部１０８、通信部１１０、表示部１１２および計測制御部１２０を備える
。
　脈波検出部１０２は、脈波計測装置１００を装着したユーザーの脈波を示す脈波信号を
取得し、取得した脈波信号に基づく脈拍情報（脈波情報）を生成し、生成した脈拍情報を
計測制御部１２０に送る。
【００３２】
　位置検出部１０４は、脈波計測装置１００の所在位置を示す位置情報を検出し、検出し
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た位置情報を計測制御部１２０に送る。
　運動検出部１０６は、脈波計測装置１００を装着したユーザーの動き（運動）に関する
運動情報を検出し、検出した運動情報を計測制御部１２０に送る。
　通信部１１０は、無線通信を介して外部の機器との間で情報を授受する。
　心拍情報取得検知部１０８は、心拍計測装置２００から心拍情報を取得した場合、計測
制御部１２０に検知情報を送る。
【００３３】
　計測制御部１２０は、位置検出部１０４から送られる位置情報、および位置検出部１０
４から送られる運動情報に基づいて、脈波検出部１０２から送られる脈拍情報、または心
拍計測装置２００から送られる心拍情報の何れか一方を選択し、選択した一方の情報に基
づいて、拍動情報を決定し、決定した拍動情報の情報を表示部１１２に送り表示させる。
　図２は、脈波計測装置１００のハードウェア構成を示す図である。この脈波計測装置１
００は、ハードウェアとして、Ａ／Ｄ回路５０、ＧＰＳ（Global Positioning System）
回路５２、ＣＰＵ（Central Processing Unit）５４、ＲＯＭ（Read Only Memory）５６
、通信回路５８、信号入力検知回路６０、液晶表示回路６２、ＲＡＭ（Random Access Me
mory）６４およびフラッシュメモリー６６を備える。これらのハードウェアはバス６８を
介して接続されている。更に、アナログ信号をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ回路５０に
は、脈波センサー７０と、体動センサー７５と、が接続されている。また、液晶表示回路
６２には、液晶パネル８０が接続されている。
【００３４】
　脈波センサー７０は脈波検出部１０２を構成する。脈波センサー７０は、図示は略すが
、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）などの光源と、フォトトランジスターなどの受光素子
と、を有する。脈波センサー７０は、光源からユーザーの手首等の皮膚に向けて光を照射
し、その光が皮下の血管で反射して戻る反射光を受光素子で受光する。
　血管からの反射光は、血液中のヘモグロビンの吸光作用により、血流の変動を反映して
その強度が変動する。脈波センサー７０は、拍動よりも早い周期で光源を所定の周期で点
滅させ、受光素子は、光源の点灯機会ごとに受光強度に応じた脈波信号（脈拍情報）を光
電変換によって出力する。
【００３５】
　体動センサー７５は運動検出部１０６を構成する。この体動センサー７５は、少なくと
も、直交する多軸（例えば、３軸）方向の加速度変化に基づく加速度信号（運動情報）を
出力する加速度センサーを有する。
　Ａ／Ｄ回路５０は、脈波センサー７０から出力する脈波信号、および、体動センサー７
５から出力する加速度信号をデジタル信号に変換する。
　ＧＰＳ回路５２は位置検出部１０４を構成する。このＧＰＳ回路５２は、ＧＰＳ衛星の
ように地球を周回する測地衛星からの電波信号を受信し、受信した電波信号に基づいて、
所在位置に関する位置信号（位置情報）を出力する。
【００３６】
　通信回路５８は通信部１１０を構成し、例えば、ＷｉＦｉ（登録商標）や、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）のような近距離無線通信規格のプロトコルに従い、無線を介して通
信する。
　信号入力検知回路６０は心拍情報取得検知部１０８を構成し、通信回路５８が心拍計測
装置２００から送信された心拍情報の受信を検知する。
　液晶表示回路６２および液晶パネル８０は表示部１１２を構成する。液晶表示回路６２
は、入力した画像信号を液晶パネル８０で画像として表示するための信号処理を行う。
　図３は、計測制御部１２０の詳細な機能構成を示す図である。計測制御部１２０は、活
動量算出部１２２、活動量判定部１２４、情報選択部１２６および脈拍数算出部１２８を
備える。尚、活動量判定部１２４および情報選択部１２６は拍動情報決定部に相当する。
【００３７】
　活動量算出部１２２は、位置検出部１０４から送られる位置情報、および、運動検出部
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１０６から送られる運動情報に基づいて、ユーザーの身体に関する活動量を算出する。
　本実施形態１では、算出する活動量として、ユーザーの移動量、移動速度および運動強
度等を想定する。
　活動量算出部１２２は、位置情報の変化や、移動に要した所要時間を用いてユーザーの
移動量や移動速度を算出する。また、活動量算出部１２２は、運動情報としての加速度信
号を周波数解析することにより運動強度を算出する。尚、加速度信号から運動強度を算出
する方法としては、例えば、特開２０１２－２３２０１０号公報に開示されている方法を
採用できる。活動量算出部１２２が算出した移動量、移動速度および運動強度の情報は活
動量判定部１２４に送られる。
【００３８】
　活動量判定部１２４は、活動量算出部１２２から送られる情報に基づいて、ユーザーの
活動量が所定の基準値を超えるか、否かを判定する。
　本実施形態１では、活動量算出部１２２から送られる移動量、移動速度および運動強度
の少なくとも１つが所定の基準値を超えるか、否かを判定するが、この態様には限定され
ない。例えば、移動量、移動速度および運動強度の２つ以上が所定の基準値を超えるか、
否かを判定しても良く、また、移動量、移動速度および運動強度の３次元テーブルを作成
し、基準とする３次元領域に含まれるか、否かを判定しても良い。
【００３９】
　また、所定の基準値は予め決定された固定値であっても良く、また、ユーザーの性別、
年齢等に応じて変化する値であっても良い。
　活動量判定部１２４が判定した判定結果の情報は情報選択部１２６に送られる。
　情報選択部１２６は、拍動情報として脈拍数および心拍数の何れかを選択する。即ち。
情報選択部１２６は、脈波検出部１０２が出力した脈拍情報に基づいて拍動情報を算出す
るか、または、心拍検出部２０４が検出した心拍数を拍動情報とするか、の何れかを選択
する。
　本実施形態１では、ユーザーの活動量が所定の基準値を超えないと活動量判定部１２４
が判定した場合、情報選択部１２６は脈拍情報に基づく拍動情報の算出を選択する。また
、ユーザーの活動量が所定の基準値を超えると活動量判定部１２４が判定した場合であっ
て、かつ、心拍情報取得検知部１０８から送られる検知情報が心拍情報の取得を示してい
る場合、情報選択部１２６は、拍動情報として心拍数を選択する。
【００４０】
　他方で、ユーザーの活動量が所定のレベルよりも強いと活動量判定部１２４が判定した
場合であって、かつ、心拍情報取得検知部１０８から送られる検知情報が心拍情報の未取
得を示している場合、情報選択部１２６は脈拍情報に基づく拍動情報の算出を選択する。
　情報選択部１２６は、脈拍情報に基づく拍動情報の算出を選択した場合、脈拍情報を脈
拍数算出部１２８に送る。他方で、情報選択部１２６は、拍動情報として心拍数を選択す
る場合、心拍情報を計測情報として表示部１１２に送り表示させる。
　尚、一般的に、不整脈等の脈の欠損が生じない限り、脈拍数と心拍数は同一である。従
って、本実施形態１では、心拍信号に基づいて算出した心拍数を脈拍数として扱っても良
い。
【００４１】
　脈拍数算出部１２８は、脈拍情報に含まれる脈波の間隔から基準時間（例えば、１分間
）当たりの脈拍数を算出する。
　脈拍数算出部１２８は、算出した拍動情報を計測情報として表示部１１２に送り表示さ
せる。尚、計測情報として、脈拍数を脈波信号から算出したか、または、心拍数を採用し
たか、を示す情報を含み、表示部１１２に表示させても良い。
　また、計測制御部１２０は、拍動情報に加え、ユーザーのカロリー量を算出するカロリ
ー量算出部を備え、算出したカロリー量をユーザーのカロリー消費量として表示させても
よい。脈拍数や心拍数から酸素摂取量を計算し、酸素摂取量からカロリー消費量を換算す
る方法は、例えば、特開２０１４－１９５７１１号公報に開示されている方法を採用でき
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る。
【００４２】
＜心拍計測装置の構成＞
　図１に戻り、心拍計測装置２００の構成について説明する。
　心拍計測装置２００は、機器制御部２０２、通信部２０６および心拍検出部２０４を備
える。
　機器制御部２０２は、通信部２０６および心拍検出部２０４の機能を制御する。また、
機器制御部２０２は、心拍算出部２０３を備え、心拍の間隔から心拍数を算出し、算出し
た心拍数を含む心拍情報を通信部２０６に送る。
【００４３】
　心拍検出部２０４は、複数の電極を胸部に接触または静電結合させた状態で、電極に入
力した心電信号の変化から心拍を検出する。
　尚、複数の電極を胸部に接触または静電結合させ、心電信号を取得する方法は、例えば
、特開２０１０－１４１６９号公報に開示されている。
　通信部２０６は、無線通信を介して通信部１１０に対して心拍情報を送信する。本実施
形態１では、心拍検出部２０４が心拍数を算出できた場合、機器制御部２０２は、心拍情
報の送信を開始する。
＜情報端末装置における処理＞
　本実施形態１では、心拍計測装置２００が計測した計測情報を情報端末装置４００に送
信する態様も想定できる。
【００４４】
　情報端末装置４００は、通信部４０２、機器制御部４０４、記憶部４０５および表示部
４０６を備えた、スマートフォンのような高機能携帯電話や、タブレットのような多機能
携帯端末を想定する。
　情報端末装置４００には、計測情報を処理するためのソフトウェアが組み込まれている
。従って、情報端末装置４００は、心拍計測装置２００から送信される計測情報を記憶部
４０５に記憶し、必要に応じて記憶した計測情報を読み出して統計処理を行い、統計結果
を表示部４０６に表示する。また、情報端末装置４００が受信した計測情報等を更に公衆
回線等を経由して外部のサーバー等に送信する態様も想定できる。
＜脈波計測装置の処理＞
　次に、図４は、脈波計測装置１００において拍動情報の計測処理の流れを示すフローチ
ャートである。
【００４５】
　処理が開始されると、ＣＰＵ５４は、ユーザーの位置情報および運動情報から活動量を
算出する（ステップＳ３０１）＜活動量算出工程＞。
　次に、ＣＰＵ５４は、活動量が所定の基準を超えたか、否かを判定する（ステップＳ３
０２）＜選択工程＞。
　ここで、活動量が所定の基準を超えたと判定した場合（ステップＳ３０２でＹｅｓ）、
ＣＰＵ５４は、心拍計測装置２００から心拍情報を取得できるか、否かを判定する（ステ
ップＳ３１０）。
　ここで、心拍計測装置２００から心拍情報を取得できると判定した場合（ステップＳ３
１０でＹｅｓ）、ＣＰＵ５４は、心拍情報を取得し、取得した心拍情報から心拍数を抽出
する（ステップＳ３１２）＜心拍検出工程＞。
【００４６】
　次に、ＣＰＵ５４は、心拍数を拍動情報として表示し、ステップＳ３１６に進む。
　また、活動量が所定の基準を超えないと判定した場合（ステップＳ３０２でＮｏ）、ま
たは、心拍計測装置２００から心拍情報を取得できないと判定した場合（ステップＳ３１
０でＮｏ）、ＣＰＵ５４は、脈波検出部１０２が出力した脈拍情報を取得する（ステップ
Ｓ３０４）＜脈波検出工程＞。
　次に、ＣＰＵ５４は、取得した脈拍情報に基づいて脈拍数を算出する（ステップＳ３０
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６）。
　次に、ＣＰＵ５４は、算出した脈拍数を拍動情報として表示し（ステップＳ３０８）、
ステップＳ３１６に進む。
【００４７】
　ステップＳ３１６では、ＣＰＵ５４は終了指示されたか、否かを判定し（ステップＳ３
１６）、終了指示されたと判定した場合（ステップＳ３１６でＹｅｓ）、計測処理を終了
する。
　他方で、終了指示されないと判定した場合（ステップＳ３１６でＮｏ）、ステップＳ３
０１に戻り処理を繰り返す。
【００４８】
　尚、図４における計測処理の変形例として、活動量が所定の基準を超えないと判定した
場合（ステップＳ３０２でＮｏ）、脈波検出部１０２が検出した脈拍情報と、心拍計測装
置２００が検出した心拍情報との両方をＣＰＵ５４が取得するように制御しても良い。
　この場合、脈波計測装置１００は、脈波計測装置１００の各構成要素の動作タイミング
の基準となるタイミング信号を生成する不図示の第１タイミング部を備え、第１タイミン
グ部のタイミング信号と、心拍計測装置２００が備える第２タイミング部とが同期するた
めの同期処理を行い、脈波計測装置１００と心拍計測装置２００とを同期状態にする。
　そして、脈拍情報及び心拍情報から算出された拍動情報を表示部１１２に表示するよう
に構成しても良い。このように構成することで、心拍と脈拍との違いをユーザーが理解す
ることができる。
　さらに、脈波計測装置１００で検出された脈波信号から算出された脈波間隔情報と、心
拍計測装置２００で検出された心電から算出された脈波間隔情報とに基づいて、ユーザー
の動脈の硬さを推定し、推定結果を表す情報を表示部１１２に表示するように構成しても
良い。
【００４９】
　以上述べた実施形態１によれば、以下のような効果を奏する。
　（１）ユーザーの腕部に装着した脈波計測装置１００は、腕部から脈波を検出し、検出
した脈波に基づいて脈拍数を算出して拍動情報として表示する。更に、脈波計測装置１０
０は、ユーザーの活動量を算出し、活動量が所定の基準を超えた活動状況である場合であ
って、更に、心拍計測装置２００が胸部に装着されて心拍が検出されている場合、脈波計
測装置１００は心拍計測装置２００が計測した心拍数を拍動情報として表示する。従って
、拍動情報計測システム１０は、ユーザーが激しい運動を行った場合であっても、正確な
拍動情報を計測できる。
　（２）活動量算出部１２２は、体動に加えて、検出した位置情報や、移動量および移動
速度に基づいて活動量を算出するため、ユーザーの活動量を正確に算出できる。
【００５０】
（実施形態２）
　次に、本発明の実施形態２について、図５を参照して説明する。尚、以下の説明では、
既に説明した部分と同じ部分については、同一符号を付してその説明を省略する。
　実施形態１では、拍動情報計測システム１０は、脈波計測装置１００と、心拍計測装置
２００と、が通信可能に接続された構成を採用したが、本実施形態２では、拍動情報計測
システム１０は、脈波計測装置１００と、心拍計測装置２００と、情報端末装置４００と
、が通信可能に接続された構成を採用する。
　即ち、心拍情報取得検知部１０８、位置検出部１０４および計測制御部１２０は、実施
形態１において脈波計測装置１００が備えたが、本実施形態２では情報端末装置４００が
備える。
【００５１】
　従って、脈波計測装置１００は、機能を制御する機器制御部１３０の指示に応じて、脈
拍情報および運動情報を情報端末装置４００に送信する。
　また、心拍計測装置２００は、心拍数を算出できた場合、心拍情報を情報端末装置４０
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０に送信する。
　情報端末装置４００の機器制御部４２０は、内蔵する位置検出部１０４から位置情報を
取得し、位置情報および運動情報に基づいて、脈拍情報または心拍情報の何れか一方を選
択し、選択した一方の情報に基づいて拍動情報を決定し、決定した拍動情報を表示部４０
６に表示させる。
　更に、機器制御部４２０は、決定した拍動情報を保持し、ユーザー毎に統計処理を行い
、処理結果を表示部４０６に表示する態様も想定できる。
　以上述べた実施形態２によれば、実施形態１と同様な効果を奏する。
【００５２】
　尚、図４における計測処理の変形例として、活動量が所定の基準を超えないと判定した
場合（ステップＳ３０２でＮｏ）、脈波検出部１０２が検出した脈拍情報と、心拍計測装
置２００が検出した心拍情報との両方をＣＰＵ５４が取得するように制御しても良い。
　この場合、脈波計測装置１００および心拍計測装置２００は、情報端末装置４００のタ
イミングに同期するように同期処理を行い、情報端末装置４００、脈波計測装置１００お
よび心拍計測装置２００が同期状態になる。
　そして、脈拍情報及び心拍情報から算出された拍動情報を表示部４０６に表示するよう
に構成しても良い。このように構成することで、心拍と脈拍との違いをユーザーが理解す
ることができる。
　さらに、脈波計測装置１００で検出された脈波信号から算出された脈波間隔情報と、心
拍計測装置２００で検出された心電から算出された脈波間隔情報とに基づいて、ユーザー
の動脈の硬さを推定し、推定結果を表す情報を表示部４０６に表示するように構成しても
良い。
【００５３】
　また、以上のような手法を実施する装置は、単独の装置によって実現される場合もあれ
ば、複数の装置を組み合わせることによって実現される場合もあり、各種の態様を含むも
のである。
　また、図１、図３および図５に示した脈波計測装置１００の各機能部は、ハードウェア
とソフトウェアとの協働により実現される機能的構成を示すものであって、具体的な実装
形態は特に制限されない。従って、必ずしも各機能部に個別に対応するハードウェアが実
装される必要はなく、一つのプロセッサーがプログラムを実行することで複数の機能部の
機能を実現する構成とすることも勿論可能である。また、上記実施形態においてソフトウ
ェアで実現される機能の一部をハードウェアで実現してもよく、あるいは、ハードウェア
で実現される機能の一部をソフトウェアで実現してもよい。その他、拍動情報計測システ
ム１０の他の各部の具体的な細部構成についても、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で任意
に変更可能である。
【符号の説明】
【００５４】
　１０…拍動情報計測システム、５０…Ａ／Ｄ回路、５２…ＧＰＳ回路、５４…ＣＰＵ、
５６…ＲＯＭ、５８…通信回路、６０…信号入力検知回路、６２…液晶表示回路、６４…
ＲＡＭ、６６…フラッシュメモリー、６８…バス、７０…脈波センサー、７５…体動セン
サー、８０…液晶パネル、１００…脈波計測装置、１０２…脈波検出部、１０４…位置検
出部、１０６…運動検出部、１０８…心拍情報取得検知部、１１０…通信部、１１２…表
示部、１２０…計測制御部、１２２…活動量算出部、１２４…活動量判定部、１２６…情
報選択部、１２８…脈拍数算出部、１３０…機器制御部、２００…心拍計測装置、２０２
…機器制御部、２０３…心拍算出部、２０４…心拍検出部、２０６…通信部、４００…情
報端末装置、４０２…通信部、４０４…機器制御部、４０５…記憶部、４０６…表示部、
４２０…機器制御部。
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